
令和8年2月５日 

公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団 奨学課 

 

 

【重要】コンビニ納付書によるコンビニ収納手数料の改定について 

 

奨学金返還に係るコンビニ納付書払いについて、下記の通りコンビニ収納手数料を改定します。 

記 

 

１．運用変更日：令和 8（2026）年 4月 1日（水） 

２．対象：     コンビニでの納付書払い 

３．改定：     

（１）税込 5万円未満：1件につき 154円 

（２）税込み 5万円以上：1件につき 385円 

 


